
　　環境法体系

A　　循環型社会形成推進基本法を始め、建設リサイクル法や廃棄物処理法との

　　　関係については、以下の図に示すとおりです。

(H15.12 改正施行） （H13.4 改正施行） 　
　

（H12.4 完全施行） 　　●容器包装の市町村による収集
　　●容器包装の製造・利用業者による再資源化　

（H13.4 完全施行） 　　●廃家電を小売店が消費者より引取
　　●製造業者等による再商品化

（H14.5 完全施行） 　　工事の受注者が
　　●建築物の分別解体
　　●建設廃材等の再資源化

（H13.5 完全施行） 　　食品の製造・加工・販売業者が食品廃棄物の
　　再資源化

（H17.1 完全施行） 　　エアコンに使われるフロン、車体を粉砕した後に
　　残る破砕くず、エアバッグの回収・リサイクル、適
　　正処理を義務付け

（H13.4 完全施行） 環境物品等の調達の推進、需要の転換を促進

循環型社会形成推進のための法体系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H5.11 制定）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H6.12 策定）

環境基本法

環境基本計画

　　　　　　　　自然循環
循環
　　　　　　　　社会の物質循環

（H13.１完全施行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社会の物質循環の確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天然資源の消費の抑制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境負荷の低減
○基本原則、○国、地方公共団体、事業者、国民の責務、○国の施策
　　　　　　循環型社会形成推進基本計画：国の他の計画の基本

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）

リサイクルの推進廃棄物の適正処理

一般的な仕組みの確立

資源有効利用促進法
（ラージリサイクル法）

廃棄物処理法

①廃棄物の適正処理
②廃棄物処理施設の設置規制
③廃棄物処理業者に対する規制
④廃棄物処理基準の設定　等

①再生資源のリサイクル
②リサイクル容易な構造・材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

リデュース・リユース・リサイ
クルの推進

不適正処理対策
公共関与による施設整備等

個
別
物
品
の
特
性
に
応
じ
た
規
制

　容器包装リサイクル法

　家電リサイクル法

　建設リサイクル法

　食品リサイクル法

　自動車リサイクル法

　グリーン購入法

Q1．循環型社会形成の推進のための法体系はどうなっていますか



法律等名称 概　　　　　　　　要

国等の公的部門による環境物品等の調達の推進、環境物品等の情報提供の
推進及び環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、環境
への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成を図ることを目的とし
ている。

島根県環境基本条例に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るための基本的な計画を定めている。

地球規模の環境問題や廃棄物の問題等に対しては、従来の事業者を規制の対
象にした法体系だけでなく、広く県民一般の日常生活に係る理解と協力が不可欠
であることから、環境保全全般についての基本的な事項を統一的に定めている。

建築物を解体する際に廃棄物（コンクリート、アスファルト、木材）を分別し再資
源化することを解体業者に義務付けている。

食品廃棄物について、発生抑制と最終処分量の削減を図るため、飼料や肥料
等の原材料として再生利用するなど、食品関連事業者（製造、流通、外食等）によ
る食品循環資源の再生利用等を促進している。

循環型社会を形成するため、自動車のリサイクルについて最終所有者、関連事
業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律で、これにより最終所有者
には、リサイクル料金（フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストのリサイクル）
を負担することが義務付けられている。

家畜排泄物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排泄物処理の高度
化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家蓄排
泄物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資す
ることを目的としている。

廃棄物処理法に基づき、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の
総合的な推進を図るための基本的な方針を定めたもので、平成９年度を基準年と
したうえで、平成１７年度、平成２２年度における一般廃棄物及び産業廃棄物の排
出量、再生利用量、中間処理による減量化量、最終処分量の目標量が定められ
ている。

１０業種・６９品目（一般廃棄物及び産業廃棄物の約５割をカバー）を対象業種・
対象製品として位置づけ、事業者に対して３Ｒ（リデｭース、リユース、リサイクル）
の取組を求めており、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装については平成
１３年４月より、事業者に対し、識別表示が義務づけられている。

一般家庭から排出されるゴミの容積比で６割、重量比で２～３割を占める容器包
装廃棄物のリサイクルを進めるため、消費者には分別排出、市町村には分別収
集、製造事業者にはリサイクルの責任を明確化している。

平成１３年４月以降、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機を特定家庭用機
器として位置づけており、製造メーカーには再商品化を、小売業者には消費者か
らの引取及び製造メーカーへの引き渡しを、排出者にはリサイクル料金及び運搬
費の負担を義務付け、家電製品のリサイクルを推進している。

本法律では、基本となる理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民と、あ
らゆる主体の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本とな
る事項を定めている。

廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立する
とともに、個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備と相まって、循環型社会の形
成に向け実効ある取組の推進を図るための基本的な枠組みを定めている。

循環型社会形成推進基本法では、循環型社会の形成に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、政府に対して、循環型社会形成推進基本計画の
策定を義務付けており、平成１５年３月に閣議決定されている。

廃棄物の排出を抑制するとともに、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再
生、処分等の処理を行い、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図ることを目的としており、社会情勢等の変化に伴い、必要
に応じて一部改正が行われている。

環境基本法

循環型社会
形成推進基本法

循環型社会
形成推進基本計画

廃棄物処理法

廃棄物の減量その他
その適正な処理に関する
施策の総合的な推進を

図るための基本的な方針

資源有効利用促進法
（ラージリサイクル法）

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

グリーン購入法

島根県環境基本条例

島根県環境基本計画

建設リサイクル法

食品リサイクル法

自動車リサイクル法

家畜排泄物管理
適正化利用促進法

循環型社会推進計画に関連する法律及び計画の概要


